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              職員からの苦情相談について（２８年度） 

 

１ 人事委員会の苦情相談制度について 

○ 平成１７年４月施行の地方公務員法改正により、職員の苦情処理が人事

委員会の権限とされ（地公法８条１１号）、職員の給与、勤務時間その他

勤務条件等一般職員に関する事項について苦情相談を行っている。 

○ 任命権者においても、「評定結果に係る苦情相談制度」や「セクシュア

ル・ハラスメント」についての相談窓口が総務局をはじめ各局・部所に

設けられている。 

○ 平成２７年７月からは、「パワー・ハラスメント」に係る相談窓口が総務

局（全庁窓口）、各局・部所においても設けられている。 

 

２ ２８年度の状況   

 (1) 相談件数   実件数２２９件、延べ件数４９５件 

 (2) 相談者の性別 男性９２件、女性１１３件、不明（メール）２４件 

 (3) 項目別    パワハラ・いじめ５５件、人事異動３５件、 

福利厚生関係３２件、給与関係２１件、 

任用関係１８件、その他６８件 
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